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在外公館へ出向予定の各府省庁等職員に対する令和元年度

在外公館赴任前研修（第5部研修）実施要領

外務省大臣官房人事課
●

外務省研修所

1.実施方針

在外公館に勤務する各府省庁等出身職員の職務遂行を容易にし』もって館務能
率の増進に資するため，赴任前に外務省研修所において語学，実務その他在外公
館勤務に必要な事項について研修を行う。

2．実施要領

（･1)"対象者 ・

本研修の対象者は各府省庁等の職員で,令和2年中に外務省に出向の上，外
務省員として在外公館に勤務する予定の者とする｡. (公益財団法人日本台湾交
流協会の在外事務所に出向予定の者については,聴講生として受け入れる｡ ）

（2）研修期間 、

本年度は9月9日 （月）より11月22日 （金）まで。
の途中参加及 朝間･･

ない｡ ）

なお,個別研修を上記研修終了後,以下のとおり実施する予定であるが，追
､って担当部局よ・り詳細を案内する予定｡・

ア．在外公館における担当業務として「経済協力」を予定している者に対して，
’’月下旬頃に3日間‘外務本省において実施。
イミ在外公館における担当業務として「広報文化」を予定している者に対して，
12月上旬頃に2日間,外務本省他において実施6

ウ．在外公館における担当業務として「領事｣,を予定している者に対して，明
年1月頃に5日間，外務本省において実施｡ (兼務の場合も対象とする）

エ.在外公館における担当業務として「インフラ輸出」を予定している者に対
してｳ 11月下旬頃に1日間，外務本省において実施。
※例年,前任者の担当業務をふまえ,名簿を作成しています.各府省庁におか
れては，研修員と調整願います｡

（3）研修場所

外務省研修所．

住所：神奈川県相模原市南区相模大野･4－2－1
電話： 042－766－8101 ‘

』

（4）研修内容

ア.外務講義
外交官としての在外公館勤務に必要な一般事項，国際問題文化教養等



についての講義を行う。

イ.語学研修．

各研修員の赴任予定公館における館務遂行上,最も必要とされる語学につ
いて研修を行う｡当該語学は外務省大臣官房人事課長が指定する6’
語学研修のクラスの編成及びﾚべﾙは, クラス分け試験の結果及び各研修
員の履習歴等に基づいて研修所長が決定する｡

IP試験を実施するd . . (別添クラス分け試験案内参照）

【試験場所】 外務省研修所（相模大野） 相模原市南区相模大野4－2二1

【試験日時】 英(TOEIC) ,仏，独, 4露,西，葡伊，韓，中の各言語
7万31日（水) 14:00～16:00
(※詳細は別紙参照）

【対象者】 ・原則と･して.，全研修員（研修語は英語，仏語,､独語,西語，露語，

中国語韓国語葡語伊語の9言語の中から決定される）8

(注）なお;平成30年4月:1日以降のTOEICﾒIP試験結果を有する英語研修員は，
同結果（コピー）を外務省研修所語学担当に事前に提出することを条件に
本クラス分けのためのTOEIC/IP試験を免除します。

ウも任国事情ブリ壷フ

、ユ0月7日 （月） ， 10日 ．(木) ， 17日 （木）及び21日 （月）の午後，
本省において実施する6関係課室よりブリーフイングを受ける。
なお，対象は第5部研修員(全研修免除者は除く）のみとする。

エ．米国国務省日本語研修員との交流(対象者のみ）
第'回:米国国務省日本語研修所(横浜)訪問． ． 、 ’0月7日 （月）で
調整中 ． ’
第2回:米国国務省日本語研修所員来所･ d ･ 10月21日（月）で調整
中

オ.実地研修(課外活動） ．

研修麺間中に外交史料館, JAXA相模原キャンパス及び横須賀米軍基地
において実地研修を行う。参加希望者が多数と．なる場合，参加は抽選で決
定｡． ;． ・

（日織り途調整）
力． 「配偶者研修」 （10月2日(水)及び3日(木)の2日間を予定)
赴任予定者の配偶者（または婚姻予定者)の希望者に対し,館員配偶者と
して必要な一般的心得，教養等に:ついての講義を行う。 ‐

』

3‘･研修員の推薦

各府省庁等は，欲の要件を同時に充たす者を研修候補者どして人選の上，人
事担当課長より外務省大臣官房人事課長あて推薦する。
(別添様式の研修員推薦名簿(エクセル表).及び事記録（写）を添付



（1）勤務成績優秀な者。

(2)赴任国の国語(英語及び仏語以外が国語である場合には2当該国語,英語及
び仏語のうちいずれか一つ）について十分な語学力があり，かつ研修意欲のあ
る者｡さらに》 .､実務上の必要に鑑み，以下の対応を御願いしたい｡：

・ ア. TOEFLiBT100点若しくはIELTs7.0 (又はTOEIC880点)以上の英語能力を有

ずる者を推薦いただくことを推奨する｡英語能力が右に至らない場合でも，原
則, .･TOEFLiBT80点若しくはIELTS6..5 (又はTOEIC730点）以上の者を推薦いた

だきたい。 ・

イ.出向者の推薦にあたっては，以下ウの例外の者を除き,TOEFLiBT又はIEIj
TSの点数を提出いただきたい｡ . (TOEFLiBT又はIELTSの成績がない場合にはTO
EICの成績で代替することも可どする。 ）
"TOEFLiBT, IELTS, TOEICの点数の提出を求めない場合は次のとおり。
○米英等の大学.大学院の学位により，英語能力が実証できる者
○英語以外の言語を母国語とする国の在外公館に赴任する者で，その言語の語
学試験又は大学・大学院の学位により当該言語の能力が実証できる者

①フランス語DELF/DALFA2以上又はフランス語検定準2級以上
②ドイツ語 Goethe~ZerificatA2以上又はドイツ語検定2級以上
③ロシア語ロシア語検定試験(TORFL) BasicLevel以上又はロシア

語能力検定試験3級以上

④中国語HSK3級以上又は中国語検定3級以上
⑤韓国語韓国語能力試験2級以上又はハン'グル能力検定準2級以上
⑥スペイン語DELEA2以上又はスペイン語検定4級以上

：○過去に2年以上，国際機関や在外公館などでの勤務経験がある者，又は，過
去に2年以上,赴任国での居住・勤務経験がある者(幼少期の居住経験は除
く.）

なお，個別に英語能力が実証できる看，その他の外国語に堪能な者
がいる場合には，外務省人事課に個別に相談願いたい。

研修修了の時点で実旅

レベルテ．するまで在外発令を延期することもありイ

（3）アタッシエの場合,赴任予定ポストの予算級以下の職員でありj
に予算級を超えて昇格することのない者。

かつ在勤中

(4） 外|詞の｜ 青を不 。

(配偶者が外国国籍を有号 る場合は，配偶者国籍国と赴任予定国どの関係上

配偶者の同伴に問題が生じることもあり得るので，外務省人事課に連絡の上，
協議が必要。 ）

4．研修員の決定 ・

外務省は，推薦を受けた研修候補者について，経歴等に照らして受入の可否を
検討し,本研修への参加者を決定する｡，

これを受け,各府省庁等におかれては，各研修員に対し赴任前研修（第5部研



修）以前においても，語学力の更なる向上を図るよう指導願います。

また，各研修員につき外務省が指定する内容の健康診断を実施し，健康診断結
果を外務省へ送付願います(外務省人事課宛) 。

5．研修員の身分上の取り扱い
各府省庁研修員については,原則として研修開始の日から終了の日まで外務事
務官に併任の上,研修発令を行う。なお, .事務合理化の観点から，併任発令につ

いての人事当局間の了解文書等の交換は省略する。

6．研修費用（交通費等の旅費）

本研修受講に伴い交通費等費用が発生する場合には,派遣元各府省庁等が負担
するものとする。
また；研修の一環として行われる課外活動に参加するために必要な移動等を行
う場合に発生する交通費等の旅費については,各研修員が負担するものとする。

、

7．研修所合宿棟利用

本件研修参加者の片道通勤時間が概ね1時間30分以上の者は合宿棟利用申込
書を提出することにより,受入可能な範囲で研修所合宿棟の利用を認める。 詳
細については，研修員ｶﾐ決定した後，別途通知する○

（4）語学試験終了後，合宿棟利用希望者は合宿棟施設の見学．なお, ･上記2．

が可能ですも．
9
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